
  

熊本県福祉サービス第三者評価結果公表基準（概要版） 

              

１ 福祉サービス事業者情報  

（１）事業者概要                                                                 

事業所名称：  

（施設名）多機能型事業所サンシャインワークス 

種別： 就労移行支援、 

就労継続支援A型・B型 

代表者氏名 ：理事長   岡崎 民 

（管理者） ：統括管理者 塚本 嘉郎 

開設年月日： 

     平成９年４月１日 

設置主体：社会福祉法人共生福祉会 

経営主体：社会福祉法人共生福祉会 

定員：【就労移行】6名（利用人数6名）、

【就労継続A】25名（利用人数21名） 

【就労継続B】29名（利用人数29名） 

所在地：熊本県合志市豊岡2000-1653 

     

連絡先電話番号： 

 096-248-7273 

ＦＡＸ番号： 

 096-248-7274 

ホームページアドレス https://sunshineworks.jp/ 

 

（２）基本情報                                                                   

サービス内容（事業内容） 施設の主な行事 

【就労移行支援事業（定員6名）】 

作業訓練やパソコン学習・SST等を通し

て、一般就労に必要な知識・能力を養い、

本人の適性に合った職場への就労・定着

を図る。 

【就労継続支援A型（定員20名）】 

①生活協同組合から受託しているカタロ

グの丁合・封入作業 

②国立療養所から受託している環境整備

作業 

③珈琲豆の焙煎・販売、等の活動を通し

て、利用者に就労の機会の提供及び就

労に必要な知識・能力向上のための支

援を行う。 

【就労継続支援B型（定員29名）】 

近隣の企業から受託している食品加工作業

（雑穀米の袋入れ等）や、商品梱包作業等

を通して、利用者に生産活動の機会の提供

および生産活動に必要な知識・能力の向上

のための支援を行う。 

・4月 入所式・花見 

・5月 バーベキュー大会（隔年） 

・10月～11月 サンシャインフェスタ（隔年） 

・11月～冬 日帰り旅行・1泊旅行 

・12月～1月 忘年会または新年会 

・その他、各事業所ごとに、イベントや外出を企

画 

居室概要 居室以外の施設設備の概要 

 ・本館（1号館）作業場 648㎡ 



  

・2号館 作業場 166㎡ 

・4号館 食品加工場 192㎡ 

・5号館 作業場、多目的室 380㎡ 

・武蔵焙煎工房 コーヒー焙煎場 104㎡ 

 

２ 施設・事業所の特徴的な取組 

就労継続支援 A 型は、生活協同組合からの大規模な作業の受託により、高い給与水準

を誇り、「給料の良い A 型」として関係者に認知されています。また、希望する従業員

（利用者）には「リーダー」の役割を任せるべく、段階を踏んで計画的に作業のレベル

アップを行うなど、従業員の主体性や成長意欲を重んじる支援をしています。 

就労継続支援 B 型は、数種類の作業を擁し、利用者がその特性や作業能力・体力に応

じた作業に取り組めるよう支援しています。 

就労移行支援事業は、多機能型事業所としての強みを活かして、利用者に就労継続支援

A型・B型の作業に従事してもらったり、SSTや座学を提供したりして、各利用者の職業上

の適性を分析し、各利用者に合った一般企業への就労を支援しています。また、就労後の

フォローもきめ細かく行っています。 

 

３ 評価結果総評                                                                  

◆特に評価の高い点 

①「福祉工場」からスタート、30周年を迎える多機能型就労支援事業の取組  

本施設は、就労継続支援 A型、就労継続支援 B型、就労移行支援事業からなる多機能

型の就労支援施設です。1997年、「福祉工場」としてスタート、2006年からは現行の種

別に移行しました。「私たちは働いて自立したいという希望を持っている人が、その意

欲、能力を活かすための“カタチ”として福祉工場を造りました。」という基本理念

（アイデンティティ）を忘れないために、３つの施設機能はそれぞれ、「役割をカタチ

に」、「働きたいをカタチに」、「はじまりをカタチに」という理念で結びついています。

「雇用」と「福祉」のバランスの差異、利用者も身体障がい・知的障がい・精神障が

い・発達障がい・難病のある方など、多種多様です。職員の施設間の異動もあることか

ら、提供する福祉・雇用サービスについて標準的な実施方法として「支援のガイドライ

ン」を策定されています。初めて移行支援担当となった職員が「送り出すまで、一人ひ

とりの流れがわかったこの 1年。」とインタビューで語った通り、ガイドラインの配付

により、職員全体での共有化と共通理解を図っていることがうかがえました。 

 

②「課題の見える化」に対応し、業務の実効性を高めるための委員会体制の再編 

本法人の「強み」は、第三者評価受審を契機に、可能な限り迅速な「改善」を進める

スタンスです。その「強み」は意思決定を担う最高幹部職員（理事長・統括管理者・サ

ービス管理責任者）の的確なリーダーシップに基づくものですが、事業経営を取り巻く

政策的環境の変化が激しい就労支援事業においてサービスの質の向上と機能強化を進め

るためには、新しい人材の確保と育成、法人の次代を担う中堅職員（ミドルリーダー）

層の資質・能力の向上が不可欠です。 

本法人では、事業運営の中心となる毎月の運営会議（職員会議）を基盤にし、2025

年度から「課題の見える化」に対応し、業務の実効性を高めるために各種委員会の再編

を進めています。具体的には、利用者満足度の向上や業務改善に関わる「サービス向上

推進部」、法人内外に向けた情報発信の強化を図るための「広報戦略部」、人材の成長を

支援するための「人材開発部」、法人内の交流やイベントの活性化を通じて、法人組織

の一体感を醸造するための「コミュニティ活性部」等の各種委員会へと編成替えが行わ



  

れました。2025年度事業計画は、「挑戦する人材育成とプロジェクトの飛躍」の下、

「それぞれの部門が主体的に活動し、組織全体の発展を支えていきます。これまで以上

に目的を明確にし、挑戦する風土を醸成しながら、さらなる飛躍を目指します。」とう

たい、新たな組織理念と法人目標を掲げられています。 

 

◆改善を求められる点 

 ①「中・長期計画」を踏まえた「（単年度の）事業計画」の策定 

施設全体に関わる、中・長期的なビジョンやその具現化に必要な財政計画を明文化し

た計画の策定までは至っていません。「（単年度の）事業計画」は策定されていますが、

この項目は「中・長期計画」が策定されていることが要件です。 

今後は、３～５年ほどの計画期間をもつ、事業が効果的に行えるような「中・長期の

事業計画」と「中・長期の収支計画」の策定を行うことが期待されます。また、組織

的な評価・見直しのためには、ＰＤＣＡサイクルに基づき、「（単年度の）事業計画」

に、数値目標や具体的な成果目標などを設定し、評価の視点や手順、評価時期などの

評価プロセスを明確にすることが求められます。 

 

 

４ 第三者評価結果に対する事業者のコメント（４００字以内）                        

 法人としての中・長期的なビジョンや財政計画が明確でない点は、以前の第三者評価に

於いても指摘を受けた点で、法人としての自覚はありました。しかし、現状は単年度計画

の策定・対応が中心となっていました。今後は講評の中にもある通り、「単年度の事業計

画は、中・長期計画が策定されていてこそ」という事を改めて自覚し、中・長期計画の策

定とりわけ、財政計画の策定に注力したいと思います。 

 また、「福祉サービスの質の確保」の項目にｂ評価が比較的多いことを顧み、現状に

甘んじずに改良点を模索する姿勢を持ち続け、利用者目線でのサービスの質の向上・確保

に努めていきます。 
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（別記）                             （公表様式１） 

熊本県福祉サービス第三者評価結果公表基準 

【障がい者・児施設（通所系サービス）版】 

                  ◎ 評価機関                                  

名 称        ＮＰＯ法人 九州評価機構 

所 在 地        熊本市中央区神水２丁目５番２２号 

評価実施期間        R7年9月24日～R8年3月6日 

評価調査者番号 

①１２－００４ 

②１３－００２ 

③１８－００２ 

④２３－０１１ 

１ 福祉サービス事業者情報 

（１）事業者概要                                                                 

事業所名称：  

（施設名）多機能型事業所サンシャインワークス 

種別： 就労移行支援、 

就労継続支援A型・B型 

代表者氏名 ：理事長   岡崎 民 

（管理者） ：統括管理者 塚本 嘉郎 

開設年月日： 

     平成９年４月１日 

設置主体：社会福祉法人共生福祉会 

経営主体：社会福祉法人共生福祉会 

定員：【就労移行】6名（利用人数6名）、

【就労継続A】25名（利用人数21名） 

【就労継続B】29名（利用人数29名） 

所在地：熊本県合志市豊岡2000-1653 

     

連絡先電話番号： 

 096-248-7273 

ＦＡＸ番号： 

 096-248-7274 

ホームページアドレス https://sunshineworks.jp/ 
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（２）基本情報                                                                   

サービス内容（事業内容） 施設の主な行事 

【就労移行支援事業（定員6名）】 

作業訓練やパソコン学習・SST等を通し

て、一般就労に必要な知識・能力を養い、

本人の適性に合った職場への就労・定着

を図る。 

【就労継続支援A型（定員20名）】 

①生活協同組合から受託しているカタロ

グの丁合・封入作業 

②国立療養所から受託している環境整備

作業 

③珈琲豆の焙煎・販売、等の活動を通し

て、利用者に就労の機会の提供及び就

労に必要な知識・能力向上のための支

援を行う。 

【就労継続支援B型（定員29名）】 

近隣の企業から受託している食品加工作

業（雑穀米の袋入れ等）や、商品梱包作

業等を通して、利用者に生産活動の機会

の提供および生産活動に必要な知識・能

力の向上のための支援を行う。 

・4月 入所式・花見 

・5月 バーベキュー大会（隔年） 

・10月～11月 サンシャインフェスタ（隔年） 

・11月～冬 日帰り旅行・1泊旅行 

・12月～1月 忘年会または新年会 

・その他、各事業所ごとに、イベントや外出を

企画 

居室概要 居室以外の施設設備の概要 

 ・本館（1号館）作業場 648㎡ 

・2号館 作業場 166㎡ 

・4号館 食品加工場 192㎡ 

・5号館 作業場、多目的室 380㎡ 

・武蔵焙煎工房 コーヒー焙煎場 104㎡ 



 - 3 - 

 

職員の配置 

 

 

 

職  種 常 勤 非常勤 資  格 常 勤 非常勤 

【就労移行支援】   【就労移行支援】   

管理者・サービス管理責任者 1  社会福祉士 1  

生活支援員 1  看護師 1  

職業指導員 1  社会福祉主事 1  

就労支援員 1  理学療法士 1  

合  計 4  合  計 4  

      

【就労継続支援A】   【就労継続支援A】   

 管理者・サービス管理責任者 1  精神保健福祉士 1  

 生活支援員 4  保育士 1  

 職業指導員 1 2 理学療法士 1  

 賃金向上達成指導員 1     

 合  計 7 2 合  計 3  

       

 【就労継続支援B】   【就労継続支援B】   

 管理者 1  社会福祉主事 1  

 
サービス管理責任

者・生活支援員 

1  保育士 1  

 目標工賃達成指導員 1     

 生活支援員 2     

 職業指導員 1 4    

 合  計 6 4 合  計 2  

※ 資格の種別は、保健・福祉・医療に関するものを記入してあります。 

※ 複数の資格を持ち重複計上している場合があるため、職種と資格の数は必ずしも一致

しません。 
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２ 理念・基本方針 

【理念】 

「希望（ゆめ）をカタチに…。」 

人は誰も幸せに生きていきたいという希望があります。 

そのためには、社会が共に生きるための“カタチ”になっていなければなりません。 

私たちは働いて自立したいという希望を持っている人が、その意欲、能力を活かすた

めの“カタチ”として福祉工場を造りました。 

でもまだまだ小さい“カタチ”でしかありません。 

共に生きる社会にしていくためにはもっと多くの努力が必要で、もっと大きな“カタ

チ”を創り出すことが求められています。 

私たち一人ひとりの力は微力ですが、みんながいっしょになって力を合わせて共生する

大きな力を育てていきたいと思います。 

 

【基本方針】 

①創意工夫 

 多様な福祉サービスが利用者の意向を尊重して、総合的に提供されるよう創意工夫す

る。 

②個人の尊厳の尊重 

 利用者が個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことが出来

るよう支援する。 

③質の向上と透明性 

 自主的に経営基盤の強化を図り、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経

営の透明性の確保を図る。 

④地域福祉の推進 

 

 

３ 施設・事業所の特徴的な取組 

就労継続支援 A 型は、生活協同組合からの大規模な作業の受託により、高い給与水

準を誇り、「給料の良い A 型」として関係者に認知されています。また、希望する従業

員（利用者）には「リーダー」の役割を任せるべく、段階を踏んで計画的に作業のレベ

ルアップを行うなど、従業員の主体性や成長意欲を重んじる支援をしています。 

就労継続支援 B 型は、数種類の作業を擁し、利用者がその特性や作業能力・体力に

応じた作業に取り組めるよう支援しています。 

就労移行支援事業は、多機能型事業所としての強みを活かして、利用者に就労継続支

援 A 型・B 型の作業に従事してもらったり、SST や座学を提供したりして、各利用者

の職業上の適性を分析し、各利用者に合った一般企業への就労を支援しています。また、

就労後のフォローもきめ細かく行っています。 
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４ 第三者評価の受審状況 

評価実施期間 
令和7年9月4日（契約日） ～ 

令和8年3月6日（評価結果確定日） 

受審回数（前回の受審時期）   ３ 回（令和4年度） 

 

５ 評価結果総評  

◆特に評価の高い点 

①「福祉工場」からスタート、30周年を迎える多機能型就労支援事業の取組  

本施設は、就労継続支援 A型、就労継続支援 B型、就労移行支援事業からなる多機能

型の就労支援施設です。1997年、「福祉工場」としてスタート、2006年からは現行の種

別に移行しました。「私たちは働いて自立したいという希望を持っている人が、その意欲、

能力を活かすための“カタチ”として福祉工場を造りました。」という基本理念（アイデ

ンティティ）を忘れないために、３つの施設機能はそれぞれ、「役割をカタチに」、「働き

たいをカタチに」、「はじまりをカタチに」という理念で結びついています。「雇用」と「福

祉」のバランスの差異、利用者も身体障がい・知的障がい・精神障がい・発達障がい・

難病のある方など、多種多様です。職員の施設間の異動もあることから、提供する福祉・

雇用サービスについて標準的な実施方法として「支援のガイドライン」を策定されてい

ます。初めて移行支援担当となった職員が「送り出すまで、一人ひとりの流れがわかっ

たこの 1年。」とインタビューで語った通り、ガイドラインの配付により、職員全体での

共有化と共通理解を図っていることがうかがえました。 

 

②「課題の見える化」に対応し、業務の実効性を高めるための委員会体制の再編 

本法人の「強み」は、第三者評価受審を契機に、可能な限り迅速な「改善」を進める

スタンスです。その「強み」は意思決定を担う最高幹部職員（理事長・統括管理者・サ

ービス管理責任者）の的確なリーダーシップに基づくものですが、事業経営を取り巻く

政策的環境の変化が激しい就労支援事業においてサービスの質の向上と機能強化を進め

るためには、新しい人材の確保と育成、法人の次代を担う中堅職員（ミドルリーダー）

層の資質・能力の向上が不可欠です。 

本法人では、事業運営の中心となる毎月の運営会議（職員会議）を基盤にし、2025年

度から「課題の見える化」に対応し、業務の実効性を高めるために各種委員会の再編を

進めています。具体的には、利用者満足度の向上や業務改善に関わる「サービス向上推

進部」、法人内外に向けた情報発信の強化を図るための「広報戦略部」、人材の成長を支

援するための「人材開発部」、法人内の交流やイベントの活性化を通じて、法人組織の一

体感を醸造するための「コミュニティ活性部」等の各種委員会へと編成替えが行われま

した。2025年度事業計画は、「挑戦する人材育成とプロジェクトの飛躍」の下、「それぞ

れの部門が主体的に活動し、組織全体の発展を支えていきます。これまで以上に目的を

明確にし、挑戦する風土を醸成しながら、さらなる飛躍を目指します。」とうたい、新た

な組織理念と法人目標を掲げられています。 
 

◆改善を求められる点 

 ①「中・長期計画」を踏まえた「（単年度の）事業計画」の策定 

施設全体に関わる、中・長期的なビジョンやその具現化に必要な財政計画を明文化し

た計画の策定までは至っていません。「（単年度の）事業計画」は策定されていますが、

この項目は「中・長期計画」が策定されていることが要件です。 

今後は、３～５年ほどの計画期間をもつ、事業が効果的に行えるような「中・長期の
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事業計画」と「中・長期の収支計画」の策定を行うことが期待されます。また、組織的

な評価・見直しのためには、ＰＤＣＡサイクルに基づき、「（単年度の）事業計画」に、

数値目標や具体的な成果目標などを設定し、評価の視点や手順、評価時期などの評価プ

ロセスを明確にすることが求められます。 

 

６ 第三者評価結果に対する事業者のコメント（４００字以内）   

 法人としての中・長期的なビジョンや財政計画が明確でない点は、以前の第三者評価

に於いても指摘を受けた点で、法人としての自覚はありました。しかし、現状は単年度

計画の策定・対応が中心となっていました。今後は講評の中にもある通り、「単年度の

事業計画は、中・長期計画が策定されていてこそ」という事を改めて自覚し、中・長期

計画の策定とりわけ、財政計画の策定に注力したいと思います。 

 また、「福祉サービスの質の確保」の項目にｂ評価が比較的多いことを顧み、現状に

甘んじずに改良点を模索する姿勢を持ち続け、利用者目線でのサービスの質の向上・確

保に努めていきます。 

 

７ 第三者評価結果 

  別紙の「第三者評価結果」に記載している事項について公表する。 

 

 （参考） 利用者調査の手法等 

 

  調査の手法 対 象 者 対 象 数(人) 基準数に満たない場合の理由 

 

アンケート調査 

利 用 者 本 人        ５１  

家族・保護者         

  

 

聞き取り調査        

利 用 者 本 人          

家族・保護者         

  

 

観 察 調 査        

 

利 用 者 本 人        
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（別紙） 

第三者評価結果 
※すべての評価細目について、判断基準（a・b・cの 3段階）

に基づいた評価結果を表示する。 
※評価細目毎に第三者評価機関の判定理由等のコメントを

記述する。 

 

 ＜共通評価基準＞ 

Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織 
Ⅰ-１ 理念・基本方針 

 第三者評価結

果 

Ⅰ-１-（１） 理念、基本方針が確立・周知されている。 

1 Ⅰ-1-（１）-① 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。 ○a ・b・c 

<コメント> 

 法人の理念は「希望（ゆめ）をカタチに…。」、基本方針は「①創意工夫 ②個人の尊厳の

尊重 ③質の向上と透明性 ④地域福祉の推進」と明文化されています。法人の理念、基本

方針は、ホームページやパンフレットに掲載され、施設の各所に掲示されています。「共生

福祉会ガイドライン～働いていく上での心得～」には、理念や基本方針などについて分りや

すく説明したものを明記されています。職員への周知は、入職時にこのガイドラインに基づ

き説明をされていることがうかがえました。パンフレットに理念「希望（ゆめ）をカタチに

…。」と、各事業所ごとに基本方針に基づいたキャッチコピーをそれぞれ「〇〇をカタチに」

と策定されて、理念や基本方針をわかりやすく伝えるための工夫に取組まれていました。利

用者への周知は、見学時などにパンフレットに基づき周知に努められていることがうかがえ

ました。 

 

Ⅰ-２ 経営状況の把握 

 第三者評価結

果 

Ⅰ-２-（１） 経営環境の変化等に適切に対応している。 

2 Ⅰ-２-（１）-① 事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・

分析されている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

社会福祉事業全体や地域の動向について、熊本県社会福祉法人経営者協議会や熊本県知的

障害者施設協会等の会議や研修会などに参加して、把握に努められています。「（単年度の）

事業報告」に、平均利用者数、利用者の平均賃金月額、平均工賃月額、その年度の主な取組

と成果、顧客別売上、課題と今後の展望について記載されています。「（単年度の）事業計画」

に法人としての昨年度の状況と課題、課題を踏まえた今年度に重点を置いて取組むことを明

記し、各事業所ごとに、計画の背景、生産売上見込み、就労支援収入（売上）向上の具体的

計画などを記載されています。 

3 Ⅰ-２-（１）-② 経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めてい

る。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 「（単年度の）事業報告」に、平均利用者数、利用者の平均賃金月額、平均工賃月額、そ

の年度の主な取組と成果、顧客別売上、課題と今後の展望について記載されています。「（単

年度の）事業計画」に法人としての昨年度の状況と課題、課題を踏まえた今年度に重点を置

いて取組むことを明記し、各事業所ごとに、計画の背景、生産売上見込み、就労支援収入（売

上）向上の具体的計画など、具体的な取組を策定し取組まれていることがうかがえました。

「（単年度の）事業計画」は職員研修で２月に「次年度（仮）事業計画」の報告・説明を経

て策定、９月に事業計画の振り返りなどを通じて、職員への周知に取組まれています。 
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Ⅰ-３ 事業計画の策定 

 第三者評価結

果 

Ⅰ-３-(１) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。 

4 Ⅰ-３-(１)-① 中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されて

いる。 
a・b・○c  

<コメント> 

 中・長期的なビジョンについては、口頭では確認できましたが、３～５年程度の中・長期

の計画と中・長期の収支計画の策定までは至っていませんでした。 

 この項目は第三者評価制度の規定では、中・長期計画も中・長期の収支計画のどちらも策

定されていない場合は、「c評価」とするとされています。今後は、中・長期計画や中・長

期の収支計画の策定が期待されます。 

5 Ⅰ-３-(１)-② 中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されてい

る。 
a・b・○c  

<コメント> 

 「（単年度の）」事業計画は策定されていますが、この項目は、第三者評価制度の規定では、

中・長期計画が策定されていない場合は、「c評価」とするとされています。 

Ⅰ-３-(２) 事業計画が適切に策定されている。 

6 Ⅰ-３-(２)-① 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組

織的に行われ、職員が理解している。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 「課題の見える化」に取組まれ、課題管理表を策定し、毎月の運営会議（職員会議）で各

事業所ごとの進捗と課題点について確認されています。「（単年度の）事業計画」はそれらに

基づいて、部署ごとに上手くいっている点、課題点、これからどうしていこうかの意見を出

してもらって、それを調整して策定をされていることがうかがえました。「（単年度の）事業

計画」は職員研修で２月に「次年度（仮）事業計画」の報告・説明を経て策定、９月に事業

計画の振り返りなどを通じて、職員への周知に取組まれています。 

7 Ⅰ-３-(２)-② 事業計画は、利用者等に周知され、理解を促している。 a・○b ・c 

<コメント> 

 前回の第三者評価をきっかけに、２年前に事業計画を利用者向けに分かりやすく説明した

文書を策定し周知に取組まれましたが、利用者の方からの反応が少なかったと感じ、昨年度

は実施されていないとのことです。 

 今後は、事業計画の主な内容について、利用者への周知に当たっては、表現方法や形式等

わかりやすくするためのより一層の工夫が期待されます。 
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Ⅰ-４ 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組 

 第三者評価結

果 

Ⅰ-４-(１) 質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。 

8 Ⅰ-４-(１)-① 福祉サービスの質の向上に向けた取組が組織的に行わ

れ、機能している。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 組織全体の運営に関する方針決定や調整を行い、事業推進の中核となる「運営会議（職員

会議）」、利用者満足度の向上や業務改善を目的に、具体的な施策を推進するための「サービ

ス向上推進部」、法人内外に向けた情報発信を強化し、施設のブランド価値向上を図るため

の「広報戦略部」、研修や教育プログラムの企画・運営を通じて、人材の成長を支援するた

めの「人材開発部」、労働環境の安全確保と衛生管理を徹底し、職員の健康と安全を守るた

めの「安全・衛生推進部」、法人内の交流やイベントの活性化を通じて、組織の一体感を醸

造するための「コミュニティ活性部」等の各種委員会が組織されています。 

 「課題の見える化」に取組まれ、課題管理表を策定し、毎月の運営会議（職員会議）で各

事業所ごとの進捗と課題点について確認されています。「（単年度の）事業計画」はそれらに

基づいて、部署ごとに上手くいっている点、課題点、これからどうしていこうかの意見を出

してもらって、それを調整して策定をされていることがうかがえました。 

9 Ⅰ-４-(１)-② 評価結果にもとづき組織として取組むべき課題を明確

にし、計画的な改善策を実施している。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 利用者アンケートを実施され、アンケート結果はサービス向上委員会で集計と分析、向上

のための検討に努められています。「課題の見える化」に取組まれ、課題管理表を策定し、

毎月の運営会議（職員会議）で各事業所ごとの進捗と課題点について確認されています。 

 

Ⅱ 組織の運営管理 
Ⅱ-１ 施設管理者の責任とリーダーシップ 

 第三者評価結

果 

Ⅱ-１-(１) 施設管理者の責任が明確にされている。 

10 Ⅱ-１-(１)-① 施設管理者は、自らの役割と責任を職員に対して表明

し理解を図っている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 事業所の職員にとっての上司として、統括責任者とサービス管理責任者がいます。サービ

ス管理責任者は主に現場（日常のサービス提供）について担当され、統括責任者は日常のサ

ービス提供で特に話し合うことが発生した場合の対応や、法人全体の施設運営や職員の支援

の質の向上について担当されていることがうかがえました。職員の自己評価より、それぞれ

の役割について職員が理解と納得をされていることがうかがえました。 

11 Ⅱ-１-(１)-② 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行

っている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 遵守すべき法令等の理解への取組については、統括は社会保険労務士事務所の有料会員と

なり定期的に開催される各種法令の研修会や会議に参加し必要な情報を取得されています。

社労士事務所、会計事務所と契約して、法令遵守のための必要なアドバイスなどを受けるこ

とができます。運営会議や、行政や社労士等のからのメール等を職員全体に共有することで、

職員に対して遵守すべき法令等を周知され、また遵守するために取組まれていることがうか

がえました。 
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Ⅱ-１-(２) 施設管理者のリーダーシップが発揮されている。 

12 Ⅱ-１-(２)-① 福祉サービスの質の向上に意欲をもち、その取組に指

導力を発揮している。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 福祉サービスの質の向上について組織内に具体的な体制として、「サービス向上推進部」、

「広報戦略部」、「人材開発部」、「安全・衛生推進部」、「コミュニティ活性部」が組織されて

います。「課題の見える化」に取組まれ、課題管理表を策定し、毎月の運営会議（職員会議）

で各事業所ごとの進捗と課題点について確認されています。役職がある中堅職員が運営につ

いて理解を深めるために運営勉強会を開催されています。 

13 Ⅱ-１-(２)-② 経営の改善や業務の実効性を高める取組に指導力を

発揮している。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 経営の改善や業務の実効性を高めるために、組織内に具体的な体制として、「サービス向

上推進部」、「広報戦略部」、「人材開発部」、「安全・衛生推進部」、「コミュニティ活性部」が

組織されています。「課題の見える化」に取組まれ、課題管理表を策定し、毎月の運営会議

（職員会議）で各事業所ごとの進捗と課題点について確認されています。役職がある中堅職

員が運営について理解を深めるために運営勉強会を開催されています。 

 

Ⅱ-２ 福祉人材の確保・育成 

 第三者評価結

果 

Ⅱ-２-(１) 福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。 

14 Ⅱ-２-(１)-① 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画

が確立し、取組が実施されている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 人材の確保について、ハローワークでの求人が基本になっています。若い世代の就職希望

者を確保するために、ホームページや SNSを若い職員に協力してもらい作成されていること

がうかがえました。「（単年度の）事業計画」に、人材の定着のために、年間休日数の増加や、

短時間労働でも正社員となる限定正社員制度の導入などを記載して取組まれています。「挑

戦する人材」の育成をテーマに、OJTや内部研修、外部研修を通じて職員のスキルアップに 

取組まれ、特に新たに導入された機械作業については、OJT中心の実務支援体制を整備され

ています。また、１～３年目の新任職員に対して、定期的に先輩職員と話し合えるエルダー

メンター制度や、パートの職員に対して 1on１ミーティングなどを実施されています。 

15 Ⅱ-２-(１)-② 総合的な人事管理が行われている。 a・○b ・c 

<コメント> 

法人の理念・基本方針に基づいた期待する職員像は「共生福祉会ガイドライン～働いてい

く上での心得～」に記載されています。人事基準が明確に定められ、入職時に周知に努めら

れていることがうかがえました。 

今後は、職員が自ら将来の姿を描くことができるような総合的な仕組みづくりのより一層

の充実が期待されます。 

Ⅱ-２-(２) 職員の就業状況に配慮がなされている。 

16 Ⅱ-２-(２)-① 職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づく

りに取組んでいる。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 職員の有給休暇の取得状況や時間外労働のデータを定期的に確認するなど、職員の就業状

況を把握されています。職員に年に２回個別面談をされています。職員の労働環境の安全確

保と衛生管理を徹底し、職員の健康と安全を守るための「安全・衛生推進部」を設置し、臨

床心理士による定期的な訪問・相談やメンタルヘルス研修を実施されています。ワークライ

フバランスに配慮し、年間休日数の増加や限定正社員制度の導入などに取組まれています。 
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Ⅱ-２-(３) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。 

17 Ⅱ-２-(３)-① 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 ○a ・b・c 

<コメント> 

 法人の理念・基本方針に基づいた期待する職員像は「共生福祉会ガイドライン～働いてい

く上での心得～」に記載されています。個人目標計画（原案）作成として今年度の目標の作

成について上司と話し合って作成され、短期目標（３ヶ月）、中期計画（６ヶ月）を作成さ

れ、半年後毎に上司と共に振り返り評価を実施されています。 

18 Ⅱ-２-(３)-② 職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定さ

れ、教育・研修が実施されている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 研修や教育プログラムの企画・運営を通じて、人材の成長を支援するための「人材開発部」

を設置されています。「挑戦する人材」の育成をテーマに、ＯＪＴ、施設研修（全体）、ジョ

ブメドレー研修など、職員のスキルアップに取組まれています。園内研修と法人外の研修機

関による障がい者福祉の研修を受講されるように努められていることがうかがえました。 

19 Ⅱ-２-(３)-③ 職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されてい

る。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 新任職員の教育として、エルダーメンター制度を導入し、入職後３年目までの職員が定期

的に就業時間中に、出来るかぎり同年代の他部署の年代の近い先輩職員に何でも相談ができ

るように努められています。法人外の研修機関による e-ラーニングで新人・中堅・ベテラ

ン職員に分けた研修が実施できるように努められています。外部研修に関して情報提供を適

切に行うように努められていることがうかがえました。 

Ⅱ-２-(４) 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。 

20 Ⅱ-２-(４)-① 実習生等の福祉サービスに関わる専門職の教育・育成

について体制を整備し、積極的な取組をしている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 法人として、実習生受け入れマニュアルを策定されています。マニュアルには、実習の意

義として「実習生にとっては、施設現場や利用者に対する職員の処遇の仕方を、見学・体験・

実習することにより、基本的な態度や技術を身につけてもらえることに役立つとともに、施

設にとっても正しく指導することで、自らの知識や技術を確認し向上させる機会となる。ま

た、施設利用者にとっては、職員以外の人々と人間関係をもち、職員以外の人々と人間関係

をもち、外部の人の目に触れることにより、良い刺激になる場合がある。したがって、実習

生を受け入れた以上は、業務の担い手を要請する教育機会であることを認識し、計画的に対

応しなければならない」と明記して、取組まれていることがうかがえました。社会福祉士実

習指導者が２名おり、実習生を受け入れられています。 

 実習指導の担当者による差があるように感じられるので、今後は、実習指導の担当者の共

通理解を深め、実習生等に適切に対応した指導、助言ができるための組織的な研修の実施な

ど、より一層の体制の整備が期待されます。 
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Ⅱ-３ 運営の透明性の確保 

 第三者評価結

果 

Ⅱ-３-(１) 運営の透明性を確保するための取組が行われている。 

21 Ⅱ-３-(１)-① 運営の透明性を確保するための情報公開が行われて

いる。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 法人概要、事業所ごとの事業の内容（事業所の役割、仕事内容、１日の流れ（例）、賃金・

工賃例、利用までの流れ）、お知らせ（事業所の出来事や利用者との余暇活動や旅行など）、

よくある質問などについてホームページを活用して公開されています。今年度、職員総出で

法人のホームページのリニューアルを実施されています。同じ就労支援事業者等の見学も積

極的に受け入れ、情報交換に努められています。 

22 Ⅱ-３-(１)-② 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組

が行われている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 会計事務所、税理士事務所、社労士事務所と契約し、必要に応じてアドバイスを受け、実

施することができるように取組まれています。内部監査が実施されており、適正な経営・運

営の確保に努められていることがうかがえました。 

 

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献 

 第三者評価結

果 

Ⅱ-４-(１) 地域との関係が適切に確保されている。 

23 Ⅱ-４-(１)-① 利用者と地域との交流を広げるための取組を行って

いる。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 地域とのかかわりかたについては、基本方針の一つに「地域福祉の推進」と策定し、「共

生福祉会ガイドライン～働いていく上での心得～」に具体的な考え方について明文化されて

います。地域の方や関係機関を招いて開催した「サンシャインフェスタ」では、作業体験・

販売・飲食ブースを通じて、法人の取組を広く知ってもらう機会となるように努められてい

ます。利用者と職員で構成された「スマイル劇団」は、社協の行事や地域の祭りに協力して

沖縄のエイサーを披露されています。 

24 Ⅱ-４-(１)-② ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確に

し体制を確立している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 ボランティア受入れマニュアルを策定されています。ボランティアは最近受入れが行われ

ていませんが、中学校の職場体験などは受け入れられています。 

Ⅱ-４-(２) 関係機関との連携が確保されている。 

25 Ⅱ-４-(２)-① 福祉施設・事業所として必要な関係機関・団体等の機

能や連絡方法を明確にし、関係機関等との連携が適切

に行われている。 

○a ・b・c 

<コメント> 

 地域の関係機関・団体の共通の問題に対して、解決に向けて連携・協働する具体的な取組

として、市の社会福祉協議会が主催する「地域公益活動推進プラットフォーム会議」に参加

されています。この会議は、市内の福祉事業所に加え、学校や病院などの事業所が、地域の

課題解決に向けたアイディアを出し合い、協力体制を構築するための会議体です。熊本県社

会福祉法人経営者協議会、熊本県手をつなぐ育成会事業所協議会に参加されています。 
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Ⅱ-４-(３) 地域の福祉向上のための取組を行っている。 

26 Ⅱ-４-(３)-① 地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われ

ている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 市の社会福祉協議会が主催する「地域公益活動推進プラットフォーム会議」に参加されて

います。また、法人として、相談支援事業所を実施されています。これらの活動を通じ、地

域の福祉ニーズや障がいのある人が地域社会で暮らしていく中での困りごと・悩みごとなど

の把握をされています。特に、相談事業は、実際に運営される中で「療育利用の子どもが増

えている。ここは『大人の事業所』だったので、相談で初めて知った。ここは比較的に安定

している人（利用者）が多いが、在宅では困難事例が多い。」といった気づきがあったこと

で、本来の事業の振り返りにも繋がったと話されています。 

27 Ⅱ-４-(３)-② 地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が

行われている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

地域コミュニティの活性化やまちづくりなどへの地域貢献として、市の社会福祉協議会が

主催する「地域公益活動推進プラットフォーム会議」に参加、地域の方や関係機関を招いた 

「サンシャインフェスタ」の開催、社協の行事や地域の祭りにおける「スマイル劇団」によ

る沖縄のエイサー披露などの取組を行われています。事業所（法人）が有する福祉サービス

の提供に関するノウハウや専門的な情報を、地域に還元する取組として、職員が特別支援学

校に出張して障害年金について説明されたりしています。地域の防災対策や、被災時におけ

る福祉的な援助を必要とする人たちなど、住民の安全・安心のための備えや支援として、市

の災害時の福祉避難所に指定されています。 

 

Ⅲ 適切な福祉サービスの実施 
Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス 

 第三者評価結

果 

Ⅲ-１-(１) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。 

28 Ⅲ-１-(１)-① 利用者を尊重した福祉サービス提供について共通の理

解をもつための取組を行っている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 法人の理念は「希望（ゆめ）をカタチに…。」、基本方針は「①創意工夫②個人の尊厳の尊

重③質の向上と透明性④地域福祉の推進」と明文化されています。「共生福祉会ガイドライ

ン～働いていく上での心得～」に理念や基本方針などについて分りやすく説明したものを明

記されています。職員の周知は、入職時にこのガイドラインに基づき説明をされていること

がうかがえました。エルダーメンター制度を採用され、入社３年目までの職員は先輩職員と

毎月定期的に話せる機会を設け、仕事での困りごとなどの相談もできます。サービス向上委

員会を設置し、毎月、①苦情受付報告、②虐待防止に関する事例の共有・検討・身体拘束適

正化に関する事例の共有・検討、③身体拘束適正化に関する事例の共有・検討、④「これっ

てどうなの？ 虐待（身体拘束）の入り口（日常的に職員がイラっとしてしまったり、他の

方の支援を目の当たりにして？ と思ったこと）」などについて話し合われています。事例

検討会を実施され、適切な対応についての職員の理解を深めるように努められています。 

29 Ⅲ-１-(１)-② 利用者のプライバシー保護に配慮した福祉サービス提

供が行われている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 利用者のプライバシー保護について、社会福祉事業に携わる者としての姿勢・責務等を明

記した文書として「支援のガイドライン」があります。そこには、利用者への言葉遣いや注

意の仕方についてなどについて明文化され、それに基づいてサービスを提供するように努め

られていることがうかがえました。 
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Ⅲ-１-(２) 福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。 

30 Ⅲ-１-(２)-① 利用希望者に対して福祉サービス選択に必要な情報を

積極的に提供している。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 ホームページや SNSを活用して、理念や基本方針、実施する福祉サービスの内容や事業所

の特性などについて紹介に努められています。今年度ホームページのリニューアルを実施さ

れました。利用希望者については、個別に丁寧な説明に努められていることがうかがえまし

た。 

31  Ⅲ-１-(２)-② 福祉サービスの開始・変更にあたり利用者等にわかり

やすく説明している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 サービスの開始に当たっては重要事項説明書を用いて、利用者と家族等に対して口頭で分

かりやすく丁寧な説明に努められていることがうかがえました。また、理解が困難な利用者

に対しては、絵や図、写真などを利用しながら説明されていました。 

32 Ⅲ-１-(２)-③ 福祉施設・事業所の変更等にあたり福祉サービスの継

続性に配慮した対応を行っている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 福祉施設・事業所の変更は、一般就労による退職が多いです。利用者の不利益が生じない

ように、本人や家族の同意を得て、「このような配慮（合理的配慮）が必要です。」など、事

業所等へ申し送りをするように努められていることがうかがえました。 

Ⅲ-１-(３) 利用者満足の向上に努めている。 

33 Ⅲ-１-(３)-① 利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組

を行っている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 サービス向上推進部を設置し、「（単年度の）事業計画」に利用者満足度８０％以上の維持

向上として、サービスアンケートの実施とフィードバックを基にサービス内容の見直しに努

められていることがうかがえました。「課題の見える化」に取組まれ、課題管理表を策定し、

毎月の運営会議（職員会議）で各事業所ごとの進捗と課題点について確認されています。「（単

年度の）事業計画」はそれらに基づいて、部署ごとに上手くいっている点、課題点、これか

らどうしていこうかの意見を出してもらって、それを調整して策定をされていることがうか

がえました。 

Ⅲ-１-(４) 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。 

34 Ⅲ-１-(４)-① 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能してい

る。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 「利用契約 重要事項説明書」の、要望・苦情等及び虐待防止に関する相談窓口に、苦情

解決の体系と、第三者委員の名前と電話番号について記載されています。サービス向上推進

部を設置し、サービス向上会議で定期的に毎月の苦情受付報告などを確認され、苦情内容に

基づき、福祉サービスの質の向上に努められていることがうかがえました。 

35 Ⅲ-１-(４)-② 利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利用

者等に周知している。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 サービス向上推進部を設置し、毎年度の利用者アンケートの実施や、意見箱の設置、QR

コードを用いた意見の投稿システムとして「ちょっと聞いてよ」を活用して、利用者が相談

や意見を述べやすい環境の整備に努められています。定期的に臨床心理士や産業医と面談す

る機会を設けられています。 
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36 Ⅲ-１-(４)-③ 利用者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に

対応している。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 サービス向上推進部を設置し、利用者が相談や意見を述べやすい環境の整備に努められて

います。現場支援員への相談があった場合にはサービス管理責任者へ伝え、苦情・相談等と

してあげるかどうかの組織的な判断を行うことにしています。このようなプロセスに基づい

て、サービス向上会議で、サービス向上について組織的に対応に努められていることがうか

がえました。 

Ⅲ-１-(５) 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。 

37 Ⅲ-１-(５)-① 安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスク

マネジメント体制が構築されている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

リスクマネジメントに関する委員会として安全・衛生推進部が設置されています。日報に

ヒヤリ・ハットを記入する欄があり、毎日の終礼でヒヤリ・ハットの報告を行われています。

毎月の安全・衛生推進会議で、委員による巡視結果や、業務災害担当によるその月の主なヒ

ヤリハットの報告を実施されて、適切な対応をするように努められていることがうかがえま

した。「事故等対応マニュアル」を策定し、それに基づいて対応されています。 

38 Ⅲ-１-(５)-② 感染症の予防や発生時における利用者の安全確保のた

めの体制を整備し、取組を行っている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 感染症の対策に関する委員会として安全・衛生推進部が設置されています。毎月の安全・

衛生推進会議で、流行の感染症対策について話し合われ、感染症に対する産業医・保健師よ

りのアドバイスを共有されています。「新型コロナウィルス感染症への対応と事業継続計画」

「事故等対応マニュアル」を策定され、それに基づいて対応されていることがうかがえまし

た。 

今後は、インフルエンザや新型コロナなど空気感染の感染症だけではなく、ノロウィルス

や 0157など食中毒の感染症の対策についても、より一層の理解を深めるための取組の工夫

が期待されます。 

39 Ⅲ-１-(５)-③ 災害時における利用者の安全確保のための取組を組織

的に行っている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 「災害対応マニュアル」、「事前災害発生時における業務継続計画」を策定されています。

利用者及び職員の安否確認の方法に SNSを活用されています。地域の防災対策や、被災時に

おける福祉的な援助を必要とする人たちや、住民の安全・安心のための備えや支援として、

市の災害時の福祉避難所に指定されています。 

 

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保 

 第三者評価結

果 

Ⅲ-２-(１) 提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。 

40 Ⅲ-２-(１)-① 提供する福祉サービスについて標準的な実施方法が

文書化され福祉サービスが提供されている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

提供する福祉サービスについて標準的な実施方法として「支援のガイドライン」を策定さ

れています。ガイドラインの配付により、職員全体の共有化と共通理解を図っていることが

うかがえました。 
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41 Ⅲ-２-(１)-② 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確

立している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

「支援のガイドライン」について、必要に応じて見直しなどを実施されていることがうかが

えました。 

 今後は、検証・見直しが年に１回程度の定期的に実施されるための体制の整備・工夫が期

待されます。 

Ⅲ-２-(２) 適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている。 

42 Ⅲ-２-(２)-① アセスメントにもとづく個別支援計画を適切に策定

している。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 サービス管理責任者が個別支援計画策定の責任者となり、アセスメント、モニタリングを

実施、個別支援計画原案を作成、他の支援員も参加する原案会議を経て策定されていること

がうかがえました。 

43 Ⅲ-２-(２)-② 定期的に個別支援計画の評価・見直しを行っている。 a・○b ・c 

<コメント> 

サービス管理責任者が個別支援計画策定の責任者となり、原則半年ごとに計画の評価・見

直しを実施されていることがうかがえました。 

Ⅲ-２-(３) 福祉サービス実施の記録が適切に行われている。 

44 Ⅲ-２-(３)-① 利用者に関する福祉サービス実施状況の記録が適切

に行われ、職員間で共有化されている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

利用者への福祉サービスの実施状況や日常の状況、身体状況、生活状況等を個別のケース

記録表に毎日記入されています。利用者に関する情報については、朝礼・終礼・運営会議・

経営会議・サービス向上会議の事例検討会議などで報告され、職員間で共有されています。 

45 Ⅲ-２-(３)-② 利用者に関する記録の管理体制が確立している。 a・○b ・c 

<コメント> 

 利用者に関する記録の管理体制として、最低５年間の保存について理解され、これまでの

記録について単年度ごとに整理されていることがうかがえました。 

 個人情報保護規定の策定や、記録の管理や SNSの使い方などについて個人情報の保護の観

点から、職員に対しより一層の理解を深めるための取組が期待されます。 
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＜内容評価基準＞ 
Ａ－１ 利用者の尊重と権利擁護 

 第三者評価結

果 

Ａ－１－（１） 自己決定の尊重 

Ａ① Ａ－１－（１）－① 利用者の自己決定を尊重した個別支援と取組を

行っている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 利用者の希望や要望を基に、「自己決定」に重きを置いた個別支援を行うように努められ

ています。利用者の主体的な活動については、利用者の意向を尊重しながら、その発展を促

すように、必要に応じて、自動車の免許を取得することを促すような声かけや入校までのサ

ポート、バスの乗り方のサポートなどされていることがうかがえました。利用者一人ひとり

への合理的配慮として、長時間立てない方には、座ってできることを挟んで作業を行うよう

に組立てを工夫されたり、リカバリーが苦手な方に対しては、少し時間をおいて待つことを

チームでするように努められていることなどがうかがえました。 

Ａ－１－（２） 権利擁護 

Ａ② Ａ－１－（２）－① 利用者の権利擁護に関する取組が徹底されてい

る。 
○a ・‐・c 

<コメント> 

 法人の理念は「希望（ゆめ）をカタチに…。」、基本方針は「①創意工夫②個人の尊厳の尊

重③質の向上と透明性④地域福祉の推進」と明文化されています。「共生福祉会ガイドライ

ン～働いていく上での心得～」に理念や基本方針などについて分りやすく説明したものを明

文化されています。職員の周知は、入職時にこのガイドラインに基づき説明をされているこ

とがうかがえました。エルダーメンター制度を採用され、入社３年目までの職員は先輩職員

と毎月定期的に話せる機会を設け、仕事での困りごとなどの相談もできます。サービス向上

推進部を設置し、毎月、①苦情受付報告②虐待防止に関する事例の共有・検討・身体拘束適

正化に関する事例の共有・検討④「これってどうなの？ 虐待（身体拘束）の入り口（日常

的に職員がイラっとしてしまったり、他の方の支援を目の当たりにして？ と思ったこと）」

について話し合われています。事例検討会を実施され、適切な対応についての職員の理解を

深めるように取組まれています。原則禁止される身体拘束について、「身体拘束適正化」に

ついて書面で策定し、それに基づいて実行するように努められていることがうかがえまし

た。 

 

Ａ－２ 生活支援 

 第三者評価結

果 

Ａ－２－（１） 支援の基本 

Ａ③ Ａ－２－（１）－① 利用者の自律・自立生活のための支援を行って

いる。 
○a ・b・c 

<コメント> 

利用者の希望や要望を基に個別支援計画を策定されて、支援されています。職員は利用者

が自力でできる生活上の行為は見守りの姿勢を基本とし、利用者の希望や能力に応じてでき

ることを少しずつ増やせるよう支援されています。安全性の確保などのために必要な時は適

切に支援されるように努められていることがうかがえました。 

Ａ④ Ａ－２－（１）－② 利用者の心身の状況に応じたコミュニケーショ

ン手段の確保と必要な支援を行っている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 利用者の多くは発語によるコミュニケーションが可能です。作業そのものがグループ単位

で実施していることから、コミュニケーションを大切にされ、必要に応じて筆談や SNSによ

るコミュニケーションに努められていることがうかがえました。 
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Ａ⑤ Ａ－２－（１）－③ 利用者の意思を尊重する支援としての相談等を

適切に行っている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 利用者は口頭で相談するほか、QRコードを用いて相談ができます。半年ごとの個別支援

計画更新時期に面談を行い、意見を聴取されています。また、月に 1回の臨床心理士との相

談を希望する利用者にも対応されています。 

Ａ⑥ Ａ－２－（１）－④ 個別支援計画にもとづく日中活動と利用支援等

を行っている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

日中に就労しているため日中のサービスはありません。利用者の意向に基づいて余暇活動

やレクリエーション活動を実施されています。具体的には、アンケートを実施されて利用者

の希望を確認して、一泊旅行や日替わり旅行、バーベキュー大会などを開催されています。 

Ａ⑦ Ａ－２－（１）－⑤ 利用者の障がいの状況に応じた適切な支援を行

っている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 職員の資質向上のため、人材開発部の園内研修と外部のジョブメドレーの e-ラーニング

による研修を実施されています。サービス向上推進部を設置し、利用者満足度の向上や業務

改善に努められています。新人職員にはエルダーメンター制度を導入し、先輩職員に相談が

出来ることで、職員が適切な支援を行えるように努められています。 

Ａ－２－（２） 日常的な生活支援 

Ａ⑧ Ａ－２－（２）－① 個別支援計画にもとづく日常的な生活支援を行

っている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 日常的な生活支援として、入浴支援や清拭などについては、移動・移乗支援、排せつ支援

を必要とする利用者がいないため、実施されていません。食事の提供においては、栄養士が

管理しているメニューを外部委託されています。外部事業者による食事に関するアンケート

を実施されて、ご飯の味付け、量、彩り、こういうおかずがあったらいいな、などの情報を

把握して、改善に努めていることがうかがえました。 

Ａ⑨ Ａ－２－（３）－① 利用者の快適性と安心・安全に配慮した生活環

境が確保されている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 安全・衛生推進部が、危険箇所や火事になりそうな危険個所を定期的に巡回で確認されて

います。作業所の掃除は利用者、事務所や共用空間の掃除は職員が担当されています。休憩

所の壁紙を明るく塗り直しなどをされるなど、快適性に配慮した工夫をされています。 

Ａ－２－（４） 機能訓練・生活訓練 

Ａ⑩ Ａ－２－（４）－① 利用者の心身の状況に応じた機能訓練・生活訓

練を行っている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 利用者の心身の状況や置かれている生活環境をアセスメントして、本人の希望を取り入

れ、支援内容の説明に理解や同意を得た上で個別支援計画を作成し、実施に努められている

ことがうかがえました。個別支援計画は半年ごとに見直しと評価を行い次の策定を行われて

います。希望者には産業医や臨床心理士との面談の機会を設け、利用者の同意を得られた場

合は情報を共有されています。 
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Ａ－２－（５） 健康管理・医療的な支援  

Ａ⑪ Ａ－２－（５）－① 利用者の健康状態の把握と体調変化時の迅速な

対応等を適切に行っている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

 健康診断を年に１回、体重測定を年に２回実施されています。臨床心理士による面談を毎

月実施され、産業医と保健師による面談を交代で隔月に実施されていることがうかがえまし

た。 

Ａ⑫ Ａ－２－（５）－② 医療的な支援が適切な手順と安全管理体制のも

とに提供されている。 

a・b・c 

<コメント> 

 該当なし。 

Ａ－２－（６） 社会参加、学習支援 

Ａ⑬ Ａ－２－（６）－① 利用者の希望と意向を尊重した社会参加や学習

のための支援を行っている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

社会参加を促進するために、自動車の免許を取得することを促すような声かけや入校まで

のサポート、バスの乗り方のサポートなどされていることがうかがえました。アンケートを

実施されて利用者の希望を確認して、一泊旅行や日替わり旅行など地域の資源を活用されて

います。 

Ａ－２－（７） 地域生活への移行と地域生活の支援 

Ａ⑭ Ａ－２－（７）－① 利用者の希望と意向を尊重した地域生活への移

行や地域生活のための支援を行っている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

 就労継続支援事業所のため、利用者は地域生活をされていることが基本です。行政手続き

など支援が必要な場合は、地域生活のための支援が可能です。 

Ａ－２－（８） 家族等との連携・交流と家族支援 

Ａ⑮ Ａ－２－（８）－① 利用者の家族等との連携・交流と家族支援を行

っている。 
a・○b ・c 

<コメント> 

就労継続支援事業所のため、基本は利用者本人との関係性が第一義ですが、家族から電話

や手紙での相談があれば、対応されています。利用者の体調不良時の場合に備えて、緊急連

絡先一覧を作成されています。家族からは、QRコードを通じた相談も受け付けられていま

す。 

 

Ａ－３ 発達支援 

 第三者評価結

果 

Ａ－３－（１） 発達支援 

Ａ⑯ Ａ－３－（１）－① 子どもの障がいの状況や発達過程等に応じた発

達支援を行っている。 

a・b・c 

<コメント> 

 該当なし 
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Ａ－４ 就労支援 

 第三者評価結

果 

Ａ－４－（１） 就労支援 

Ａ⑰ Ａ－４－（１）－① 利用者の働く力や可能性を尊重した就労支援を

行っている。 
a・○b ・c 

<コメント 

 利用者一人ひとりの働く力や可能性を引き出せるように、臨床心理士による面談を毎月実

施され、産業医と保健師による面談を交代で隔月に実施されて、連携に努められていること

がうかがえました。 

Ａ⑱ Ａ－４－（１）－② 利用者に応じて適切な仕事内容等となるように

取組と配慮を行っている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

利用者に応じて適切な仕事内容や時間・工程等になるように、賃金については利用者に分

かりやすく説明され、同意を得た上で、利用者が自由に選択できるように配慮されているこ

とがうかがえました。また、賃金を引き上げるために、企業との単価交渉や受注先の新規開

拓等にも努められています。 

Ａ⑲ Ａ－４－（１）－③ 職場開拓と就職活動の支援、定着支援等の取組

や工夫を行っている。 
○a ・b・c 

<コメント> 

職場や受注先を広げるために、担当者は企業訪問等を実施され、利用者の仕事の機会の拡

大に努められています。また、障がい者就業・生活支援センターからの紹介や、ハローワー

クへの求人 登録等連携を定期的に取りながら適切に行われています。利用者の定着支援に

ついては、利用者との面談等において利用者の希望や意向に沿った支援がされています。利

用者や地域の障がい者が離職した場合の受け入れや支援については、事業所ごとに行われて 

おり、サービス管理責任者が担当しています。 

 

（参考） 

     

 

                  

 

 

 

 

 

 

 
第三者評価結果 

a b c 

共通評価基準（Ⅰ～Ⅲ） 30 13 2 

内容評価基準（Ⅳ） 11 6 0 

合  計 41 19 2 


